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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】平成29年8月17日(2017.8.17)

【公開番号】特開2015-17328(P2015-17328A)
【公開日】平成27年1月29日(2015.1.29)
【年通号数】公開・登録公報2015-006
【出願番号】特願2014-141110(P2014-141110)
【国際特許分類】
   Ｃ２２Ｃ  38/00     (2006.01)
   Ｃ２２Ｃ  38/60     (2006.01)
   Ｃ２１Ｄ   6/00     (2006.01)
   Ｃ２２Ｃ  33/04     (2006.01)
   Ｃ２２Ｃ  38/54     (2006.01)
   Ｆ０１Ｄ  25/00     (2006.01)
   Ｆ０２Ｃ   7/00     (2006.01)
   Ｆ０１Ｄ   9/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２２Ｃ   38/00     ３０１Ｚ
   Ｃ２２Ｃ   38/60     　　　　
   Ｃ２１Ｄ    6/00     　　　Ｅ
   Ｃ２２Ｃ   33/04     　　　Ｊ
   Ｃ２２Ｃ   38/54     　　　　
   Ｆ０１Ｄ   25/00     　　　Ｌ
   Ｆ０２Ｃ    7/00     　　　Ｃ
   Ｆ０２Ｃ    7/00     　　　Ｄ
   Ｆ０１Ｄ   25/00     　　　Ｘ
   Ｆ０１Ｄ    9/02     １０１　

【手続補正書】
【提出日】平成29年7月6日(2017.7.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　重量基準で、０．１２～０．２０％の炭素、０．５０～０．９０％のマンガン、０．２
５～０．６０％のケイ素、０．１０～０．５０％のニッケル、１．１５％以上１．５０％
未満のクロム、０．９０～１．５０％のモリブデン、０．７０～０．８０％のバナジウム
、０．００７５～０．０６０％のチタン、０．００８～０．０１２％のホウ素、残部の鉄
及び不可避不純物を含む鋳造合金。
【請求項２】
　前記鋳造合金が、重量基準で、０．１２～０．２０％の炭素、０．５０～０．９０％の
マンガン、０．２５～０．６０％のケイ素、０．１０～０．５０％のニッケル、１．１５
％以上１．５０％未満のクロム、０．９０～１．５０％のモリブデン、０．７０～０．８
０％のバナジウム、０．００７５～０．０６０％のチタン、０．００８～０．０１２％の
ホウ素、残部の鉄及び不可避不純物からなる、請求項１記載の鋳造合金。
【請求項３】
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　前記不可避不純物が、重量基準で、０．０１２％以下のリン、０．００２％以下の硫黄
、０．０１０％以下のスズ、０．０１５％以下の砒素、０．０１５％以下のアルミニウム
、０．００３５％以下のアンチモン、及び０．１５％以下の銅を含む、請求項１記載の鋳
造合金。
【請求項４】
　前記不可避不純物が、重量基準で、０．００１～０．００５％のリン、０．０００５～
０．００２％の硫黄、０．００１～０．００４％のスズ、０．００１～０．００４％の砒
素、０．００１～０．００５％のアルミニウム、０．００１～０．００２５％のアンチモ
ン、及び０．００５～０．０１５％の銅を含む、請求項１記載の鋳造合金。
【請求項５】
　前記鋳造合金が炭素、マンガン、ケイ素、ニッケル、クロム、モリブデン、バナジウム
、チタン、ホウ素、鉄、０．０１２重量％以下のリン、０．０１２重量％以下の硫黄、０
．０１０重量％以下のスズ、０．０１５重量％以下の砒素、０．０１５重量％以下のアル
ミニウム、０．００３５重量％以下のアンチモン、及び０．１５重量％以下の銅からなる
、請求項１記載の鋳造合金。
【請求項６】
　前記鋳造合金が、重量基準で、炭素、マンガン、ケイ素、ニッケル、クロム、モリブデ
ン、バナジウム、チタン、ホウ素、鉄、０．００１～０．００５％のリン、０．０００５
～０．００２％の硫黄、０．００１～０．００４％のスズ、０．００１～０．００４％の
砒素、０．００１～０．００５％のアルミニウム、０．００１～０．００２５％のアンチ
モン、及び０．００５～０．０１５％の銅からなる、請求項５記載の鋳造合金。
【請求項７】
　前記鋳造合金が、重量基準で、０．２５～０．３５％のケイ素を含む、請求項１記載の
鋳造合金。
【請求項８】
　前記鋳造合金が、重量基準で、０．１４～０．１７％の炭素を含む、請求項１記載の鋳
造合金。
【請求項９】
　前記鋳造合金が、重量基準で、０．０１０～０．０３５％のチタンを含む、請求項１記
載の鋳造合金。
【請求項１０】
　前記鋳造合金が、重量基準で、０．２０～０．３５％のニッケルンを含む、請求項１記
載の鋳造合金。
【請求項１１】
　前記鋳造合金が、重量基準で、０．００９～０．０１０％のホウ素を含む、請求項１記
載の鋳造合金。
【請求項１２】
　前記鋳造合金が、重量基準で、０．７４～０．７７％のバナジウムを含む、請求項１記
載の鋳造合金。
【請求項１３】
　請求項１記載の鋳造合金から鋳造される静止部品を少なくとも１つ有するタービン（１
０）。
【請求項１４】
　前記静止部品がシェル（２０）、パッキンヘッド（２４）、又はパッキンリング（２８
）である、請求項１３記載のタービン（１０）。
【請求項１５】
　鋳造合金の製造方法（１００）であって、
重量基準で、０．１２～０．２０％の炭素、０．５０～０．９０％のマンガン、０．２５
～０．６０％のケイ素、０．１０～０．５０％のニッケル、１．１５％以上１．５０％未
満のクロム、０．９０～１．５０％のモリブデン、０．７０～０．８０％のバナジウム、
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０．００７５～０．０６０％のチタン、０．００８～０．０１２％のホウ素、残部の鉄及
び不可避不純物を含む合金前駆体を形成する形成工程（１０２）と、
前記合金前駆体を溶融して溶融合金組成物を形成する溶融工程（１０４）と、
前記溶融合金組成物を鋳型に鋳込む鋳込み工程（１０６）と、
前記溶融合金組成物を前記鋳型内で冷却して前記鋳造合金を形成する冷却工程（１０８）
と
を含む方法（１００）。
【請求項１６】
　前記不可避不純物が、重量基準で、０．０１２％以下のリン、０．０１２％以下のケイ
素、０．０１０％以下のスズ、０．０１５％以下の砒素、０．０１５％以下のアルミニウ
ム、０．００３５％以下のアンチモン、及び０．１５％以下の銅を含む、請求項１５記載
の方法（１００）。
【請求項１７】
　前記合金前駆体が炭素、マンガン、ケイ素、ニッケル、クロム、モリブデン、バナジウ
ム、チタン、ホウ素、鉄、０．０１２重量％以下のリン、０．０１２重量％以下のケイ素
、０．０１０重量％以下のスズ、０．０１５重量％以下の砒素、０．０１５重量％以下の
アルミニウム、０．００３５重量％以下のアンチモン、及び０．１５重量％以下の銅から
なる、請求項１５記載の方法（１００）。
【請求項１８】
　前記鋳造合金を１７００～１９７５°Ｆの処理温度で４～４８時間熱処理する工程と、
　前記鋳造合金を１２００～１３００°Ｆの焼き戻し温度で４～４８時間加熱することに
よって焼き戻しを行う工程と
をさらに含む、請求項１５記載の方法（１００）。
【請求項１９】
　前記処理温度が１９００～１９５０°Ｆである、請求項１８記載の方法（１００）。
【請求項２０】
　前記処理温度が１７５０～１８００°Ｆである、請求項１８記載の方法（１００）。
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